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１【提出理由】

当社第９２回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当金は、１株につき５円とする。

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、池田靖光、櫻井慶雄、角芳幸、若林幹雄、棚橋祐治の５氏を選任する。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中村哲也氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す
ることとし、その具体的金額、時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決され

るための要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議の結果

賛成比率 可否

第１号議案 52,708 64 39 99.80% 可決

第２号議案

　池田靖光 52,279 489 43 98.99% 可決

　櫻井慶雄 52,661 91 59 99.71% 可決

　角芳幸 52,665 87 59 99.72% 可決

　若林幹雄 52,664 88 59 99.72% 可決

　棚橋祐治 52,643 125 43 99.68% 可決

第３号議案 48,783 3,995 33 92.37% 可決

（注）1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

　第１号議案および第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過
半数の賛成です。

　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 本定時株主総会における議決権行使の個数は、本総会前日までの議決権行使書面および当日出
席した株主から提出いただいた「議決権行使結果確認用紙」によるものです。

なお、「議決権行使結果確認用紙」を提出しなかった当該株主については、棄権に含めて表示
しております。

3. 棄権個数には無効を含みます。

以上

EDINET提出書類

ＳＭＫ株式会社(E01805)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

